
第16期定時株主総会招集ご通知に際しての

インターネット開示事項

個別注記表

（２０２０年８月１日～２０２１年７月３１日）

株式会社ステムリム

法令及び当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://stemrim.com/）に掲載することにより、ご提供しているもので
あります。
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個別注記表
(重要な会計方針)

１．資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）

２．固定資産の減価償却の方法

(１) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 ３～18年

工具器具備品 ４～10年

車 両 運 搬 具 ２年

(２) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウエア ５年

(３) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しておりま

す。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(４) 長期前払費用

定額法を採用しております。

３．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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(表示方法の変更)

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」 の適用）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31

日）を当事業年度の計算書類から適用しておりますが、計算書類に記載すべき重要

な会計上の見積りはありません。

(追加情報)

当社では、固定資産の減損会計等の会計上の見積りについて、計算書類作成時に

おいて入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナウイルス感染症拡大

による当社への影響は現時点では限定的であり、当事業年度の見積りに大きな影響

を与えるものではないと判断しております。

(会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額 59,876千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

１．当事業年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 58,851,600株

２．当事業年度末における発行している新株予約権（行使期間の初日が到来していな

いものを除く）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 2,149,800株
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(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰越欠損金 191,679千円

研究開発費 111,021千円

資産除去債務 36,769千円

新株予約権 17,735千円

一括償却資産償却超過額 2,946千円

小計 360,151千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △191,679千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △150,009千円

評価性引当額小計 △341,688千円

繰延税金資産合計 18,463千円

繰延税金負債

資産除去費用 △31,945千円

繰延税金負債合計 △31,945千円

繰延税金負債（△）の純額 △13,481千円

(関連当事者との取引に関する注記)

役員及び個人主要株主等

種類 会社等の名称
又は氏名

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

取引の内容
取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

役員 岡島 正恒
当社
代表取締役
社長執行役員

(被所有)
直接 0.0

ストック・
オプション
の権利行使
(注)

11,970 ― ―

（注）2019年３月14日開催の取締役会の決議に基づき付与されたストック・オプシ

ョンの当事業年度における権利行使を記載しております。
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(金融商品に関する注記)

１．金融商品の状況に関する事項

(１) 金融商品に対する取組方針

資金運用については短期的な預金に限定し、資金調達については、エクイティ

ファイナンスやリース取引を活用しております。デリバティブ取引は行わない方

針であります。

(２) 金融商品の内容及びそのリスク

敷金及び保証金は、主に事業所の賃貸借契約に伴い預託しており、預託先の信

用リスク等にさらされております。

営業債務である未払金は、通常１年以内の支払期日であります。

ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、研究用機材の購入に係る資金

調達を目的としたものであります。償還日は決算日後５年以内であります。

(３) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

敷金及び保証金は、契約締結前に契約先の信用状況及び対象物件の権利関係

などの確認を行うとともに、契約先ごとに期日管理及び残高管理を行っており

ます。

② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の

管理

当社は、担当部署が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性

を一定水準以上に維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

(４) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には

合理的に算定された価額が含まれる可能性があります。当該価額の算定において

は変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当

該価額が変動することもあります。

(５) 信用リスクの集中

当社の営業債権は特定の大口顧客に集中する可能性が高いものであります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

貸借対照表計上額 時価 差額

①現金及び預金 10,172,222 10,172,222 ―

資 産 計 10,172,222 10,172,222 ―

①未払金 49,333 49,333 ―

②未払法人税等 3,628 3,628 ―

③リース債務(注)１ 6,733 6,737 4

負 債 計 59,695 59,700 4

(注) １．一年内返済予定のリース債務を含んでおります。

２．金融商品の時価の算定方法

資 産

① 現金及び預金

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。

負 債

① 未払金、② 未払法人税等

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。

③ リース債務

元利金の合計額を同様の新規リース取引を行った場合に想定される利

率で割り引いて時価を算定しております。

３．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上

額

(単位：千円)

区 分 貸借対照表計上額

敷金及び保証金 9,588

敷金及び保証金については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・

フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認

められるため、時価開示の対象としておりません。

(１株当たり情報に関する注記)

１．１株当たり純資産額 174円98銭

２．１株当たり当期純損失 10円02銭
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(重要な後発事象に関する注記)

(資本金の額の減少)

当社は、2021年９月22日開催の取締役会において、2021年10月27日開催予定の第

16期定時株主総会に資本金の額の減少について付議することといたしました。

１．資本金の額の減少の目的

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第

447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少し、資本準備金に振り替える

ものであります。

２．資本金の額の減少の要領

（１）減少する資本金の額

資本金の額47,936,750円のうち、37,936,750円を減少し、10,000,000円と

いたします。

（２）資本金の額の減少の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する

資本金の額の全額を資本準備金に振り替えることといたします。

（３）減資の日程

取締役会決議 2021年９月22日

定時株主総会 2021年10月27日

債権者異議申述最終日 2021年11月下旬（予定）

効力発生日 2021年12月１日（予定）
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(譲渡制限付株式報酬制度の導入)

当社は、2021年９月22日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行

い、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」という。）の導入を決議し、本制度

に関する議案を2021年10月27日開催予定の第16期定時株主総会（以下「本株主総

会」という。）に付議することといたしました。

１．本制度の導入目的

本制度は、当社の取締役（社外取締役を含む。）及び監査役（以下「対象役員」

という。）に対して、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図り、将来的

な時価総額向上へのインセンティブを高めるとともに、株主の皆様との一層の価

値共有を進めることを目的として導入される制度です。

２．本制度の概要

本制度の導入は、本株主総会において本制度に関する議案（以下「本議案」と

いう。）に係る承認を得ることを条件とします。

本議案に基づき、対象役員に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報

酬等は金銭報酬債権とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金

額として、従来の報酬等の額とは別枠で、取締役につき年額300百万円以内（う

ち社外取締役60百万円以内）として、監査役につき年額30百万円以内として設定

するものであります。各対象役員への具体的な支給時期及び配分については、取

締役に関しては当社の取締役会において、監査役に関しては監査役の協議におい

て、それぞれ決定することといたします。

また、対象役員は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報

酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処

分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる普通株式の総数は、上記

の目的を踏まえ相当と考えられる数として、取締役につき年500千株以内（うち

社外取締役100千株以内）、監査役につき年50千株以内（ただし、本議案の決議の

日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の株式無償割当を含む。）

又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる

当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的

な範囲で調整する。）とし、１株当たりの払込金額は、その割当てに係る当社取

締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終

値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値。）を

基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象役員に特に有利な金額となら

ない範囲で当社取締役会において決定いたします。なお、本議案に係る対象役員

の員数は、取締役は４名（うち社外取締役２名）、監査役は３名（うち社外監査

役３名）となります。

本制度に係る報酬等の額の上限、発行又は処分をされる当社の普通株式の総数
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その他の本制度に基づく対象役員への譲渡制限付株式の付与の条件は、上記の目

的、当社の業況、当社における対象役員の貢献度その他諸般の事情を考慮して決

定されており、相当であると考えております。

本制度の概要

本制度は、対象役員に対して、当社の定時株主総会終了後から翌年に開催する

当社の定時株主総会までの期間（以下「対象期間」という。）に係る報酬等とし

て、原則として毎年、譲渡制限付株式を付与するために金銭報酬債権を支給し、

当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付させることで、対象役員に当

社が発行又は処分することにより、譲渡制限付株式を取得することになるもので

す。当該金銭報酬債権の支給に当たっては、上記の現物出資に同意していること

及び当社と対象役員との間で、以下の内容を含む「譲渡制限付株式」に係る割当

契約（以下「本割当契約」という。）を締結することを条件とします。

（１）譲渡制限期間

対象役員は、本割当契約による払込期日から当社の取締役又は監査役の地位、

その他の当社の取締役会があらかじめ定める地位を退任又は退職するまでの間

（以下「本譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当を受けた当社の普通

株式（以下「本株式」という。）について譲渡、担保権の設定その他の処分をす

ることができないものとする（以下「本譲渡制限」という。）。

（２）本譲渡制限の解除

１ 当社は、対象役員において、本譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の

子会社の取締役執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問

又は相談役その他これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件とし

て、本株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点で本譲渡制限を解

除する。

２ 前項の規定にかかわらず、本譲渡制限期間中に、対象役員が任期満了又は定

年その他の正当な事由により、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締

役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ず

る地位のいずれの地位をも退任又は退職（死亡による退任又は退職を含む。）

し、当社における譲渡制限付株式報酬制度の受給資格を喪失した場合には、本

譲渡制限の解除時期、解除条件等は以下のとおりとする。

①対象役員の死亡による退任又は退職の場合

解除時期：対象役員の死亡後取締役会が別途決定した時点

解除本株式数：対象役員の死亡時点において対象役員が保有する本株式数

②前号以外の正当な事由による退任又は退職の場合

解除時期：対象役員の退任又は退職の直後の時点

解除本株式数：本譲渡制限期間が満了した時点において対象役員が保有する

本株式数
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（３）無償取得事由

１ 当社は、本譲渡制限期間が満了した時点において、上記（２）１の定めに基

づき、本株式に係る本譲渡制限を解除するとともに、当該時点の直後をもって、

当該時点の直後において対象役員が保有する本譲渡制限が解除されていない本

株式の全部について、当然にこれを無償で取得する。

２ 前項の規定にかかわらず、当社は、上記（２）２の定めに基づき、本株式に

係る本譲渡制限が解除された場合には、当該解除時点の直後をもって本株式の

全部又は一部について、当然にこれを無償で取得する。

３ 対象役員が本譲渡制限期間中に次の各号のいずれかに該当した場合、当社

は、対象役員が当該各号に該当した時点をもって、本株式の全部を当然に無償

で取得する。

① 対象役員が禁錮以上の刑に処せられた場合

② 対象役員について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する

手続開始の申立てがあった場合

③ 対象役員が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを

受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

④ 対象役員が当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない

執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のい

ずれの地位をも退任あるいは退職（死亡による退任あるいは退職を含む。）

し、当社における譲渡制限付株式報酬制度の受給資格を喪失した場合（た

だし、対象役員が任期満了又は定年その他の正当な事由による場合（死亡

による場合を含む。）を除く。）

⑤ 対象役員において、法令、当社の社内規程又は本契約に重要な点で違反し

たと当社の取締役会が認めた場合

４ 対象役員が本譲渡制限期間中に次の各号のいずれかに該当した場合、当社

は、対象役員に対して本株式を無償で取得する旨を書面で通知することにより、

当該通知の到達した時点をもって、本株式の全部（ただし、第２号の場合にお

いて本株式の一部を取得することが相当であると決定されたときは、当該一部

に限る。）を当然に無償で取得する。

① 対象役員において、当社又は当社の子会社の事業と競業する業務に従事

し、又は競合する法人その他の団体の役職員に就任したと当社の取締役会

が認めた場合（ただし、当社の書面による事前の承諾を取得した場合を除

く。）

② 当社において、取締役の報酬制度が改定され、対象役員の基本年収が減少

した結果、本株式の全部又は一部を当社が無償で取得することが相当であ

ると当社の取締役会が決定した場合

③ その他本株式の全部又は一部について、当社が無償で取得することが相当
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であると当社の取締役会が決定した場合

（４）組織再編等における取扱い

１ 当社は、本譲渡制限期間中に次の各号に掲げる事項が当社の株主総会（ただ

し、第２号において当社の株主総会による承認を要さない場合及び第６号にお

いては、当社の取締役会）で承認された場合（ただし、次の各号に定める日

（以下「組織再編等効力発生日」という。）が当該本譲渡制限期間の満了時より

前に到来するときに限る。）には、当社の取締役会の決議により、当該承認の日

（以下「組織再編等承認日」という。）において対象役員の保有に係る本株式の

うち、第２項に基づいて算出される数（以下「組織再編時解除本株式数」とい

う。）について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、本株式の

本譲渡制限を解除する。

① 当社が消滅会社となる合併契約：合併の効力発生日

② 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画（当社が、会社分割

の効力発生日において、当該会社分割により交付を受ける分割対価の全部

又は一部を当社の株主に交付し、かつ、対象役員が、当該会社分割に伴い

上記（３）３④に掲げるいずれの地位からも退任または退職することが見

込まれる場合に限る。）：会社分割の効力発生日

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画：株式交換又は

株式移転の効力発生日

④ 株式の併合（当該株式の併合により対象役員の有する本株式が１株に満た

ない端数のみとなる場合に限る。）：株式の併合の効力発生日

⑤ 当社の普通株式に会社法第108条第１項第７号の全部取得条項を付して行

う当社の普通株式の全部の取得：会社法第171条第１項第３号に規定する

取得日

⑥ 当社の普通株式を対象とする株式売渡請求（会社法第179条第２項に定め

る株式売渡請求を意味する。）：会社法第179条の２第１項第５号に規定す

る取得日

２ 前項に規定する「組織再編時解除本株式数」は、組織再編等承認日における

対象役員の保有に係る本株式の数とする。

３ 第１項に規定する場合には、当社は、組織再編等効力発生日の前営業日をも

って、同日における対象役員の保有に係る本譲渡制限が解除されていない本株

式の全部を当然に無償で取得する。

（５）その他の事項

本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものと

する。
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（取締役及び監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報

酬)

当社は、2021年９月22日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役

を含む）、監査役（以下「対象役員」という。）に対し、下記の要領にて、ストッ

ク・オプションとして新株予約権を無償で発行すること及び募集事項の決定を当

社取締役会に委任することにつき、本件に関する議案を2021年10月27日開催予定

の第16期定時株主総会（以下「本株主総会」という。）に付議することを決議いた

しました。

当社の取締役及び監査役に対する報酬等は、2017年10月26日開催の定時株主総

会において、取締役の報酬等の額につき年額300百万円以内（ただし、使用人兼務

取締役の使用人分給与を含まない。）と承認されており、2019年10月24日開催の定

時株主総会において、監査役の報酬等の額につき年額30百万円以内と承認されて

おります。

このたび、当社の研究開発の進展に対する貢献意欲や士気を高めることにより、

企業価値向上に資すること及び当社監査役の厳正なる監査への意識を高めること

を目的として、従来の報酬等の額並びに本株主総会における第２号議案が可決し

た場合にご承認いただく譲渡制限付株式の付与のための取締役及び監査役の報酬

等の額とは別枠にて、当社の取締役（社外取締役を含む。）及び監査役（以下「対

象役員」という。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報

酬等の額を、取締役につき年額150百万円以内（うち社外取締役30百万円以内）と

して、監査役につき年額15百万円以内として設定するものであります。

対象役員の報酬等として付与する新株予約権の額は、新株予約権の割当日にお

いて算定した新株予約権１個当たりの公正価額に、対象役員に割り当てる新株予

約権の総数を乗じることにより算定するものとします。新株予約権１個当たりの

公正価額とは、新株予約権の割当日の株価及び新株予約権の内容等、諸条件をも

とにブラック・ショールズ・モデル等の株式オプション価値算定モデルを用いて

算定した公正な評価単価に基づくものであります。なお、本議案に係る対象役員

の員数は、取締役は４名（うち社外取締役２名）、監査役は３名（うち社外監査役

３名）となります。

本議案に係る報酬等の額の上限、発行される当社の新株予約権の総数その他の

本議案に基づく対象役員への新株予約権の付与の条件は、上記の目的、当社の業

況、当社における対象役員の貢献度その他諸般の事情を考慮して決定されており、

相当であると考えております。

対象役員に割り当てる新株予約権の内容は、次のとおりであります。

（１）新株予約権の割当を受ける者

取締役（社外取締役を含む）及び監査役

（２）新株予約権の目的である株式の種類及び数

本新株予約権の目的である株式の種類は、会社の普通株式とする。
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本新株予約権１個当たりの目的である株式数（以下「付与株式数」という。）

は、当社普通株式100株とする。なお、本新株予約権の割当により会社が会社の

普通株式を新たに発行またはこれに代えて会社の有する会社の普通株式を移転

（以下「交付」という。）する数の総数は、各事業年度にかかる定時株主総会の

日から１年以内に割り当てる新株予約権は、取締役につき3,000個（うち社外取

締役600個）、監査役につき300個を上限とする。

ただし、上記(１)に定める付与株式数の調整を行った場合、新株予約権の目

的である株式数の上限は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に

調整されるものとする。

（３）付与株式数の調整

付与株式数は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当

社が株式分割（普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う

場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該

時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

なお、上記のほか、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転（以下

「合併等」という。）を行う場合、その他付与株式数の調整が必要な場合には、

当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整する

ものとする。

（４）新株予約権の発行価額

新株予約権の発行価額は無償とする。

（５）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、その行使に

より交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」

という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終

値に1.025を乗じた金額（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終

値）とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、割当日以降、以下の

事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

① 当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調

整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額
＝

調整前行使価額 ×
１

分割（又は併合）の比率

② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合、又は自己株式を処分する

場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の
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端数は切り上げるものとする。

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

既発行

普通株式数
＋

割当

普通株式数
×

１株当たり

払込金額

１株当たりの時価

既発行普通株式数＋割当普通株式数

③ 上記の算式において、「既発行普通株式数」とは、当社の発行済株式総数

から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処

分を行う場合には「割当普通株式数」を「処分する自己株式数」と読み替

えるものとする。

④ 割当日後、当社が合併等を行うなど、行使価額の調整を必要とするやむを

得ない事由が生じたときは、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲

で行使価額を調整するものとする。

（６）新株予約権の権利行使期間

新株予約権の割当決議日から２年を経過した日より割当決議の日後10年を経

過する日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が銀行休業日に当たると

きは、その前営業日が最終日となる。

（７）新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利

行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員

又は社外協力者のいずれかの地位を有していることを要する。ただし、取

締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

② 本新株予約権者が死亡した場合、相続人がこれを行使することはできな

い。但し、相続人から申請があり取締役会が承認すればこれを行使でき

る。

③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

（８）新株予約権の取得の事由及び条件

① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された

場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案若しくは株

式移転計画書承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役

会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

② 当社は、新株予約権者が上記（７）に規定する行使の条件に該当しなくな

ったことにより権利を行使できなくなった場合又は権利を放棄した場合

は、新株予約権を無償で取得することができる。

③ 当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却する

ことができるものとする。

④ 本新株予約権の行使に際し、租税特別措置法29条の２に基づき租税優遇措
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置を受ける場合、本要項の他の条項に定める他、以下の各号にすべて従う

ものとする。

ア）本新株予約権の行使に係る（５）に定める行使価額の１年間の合計額

は1,200万円を超えてはならない。

イ）（５）に定める行使価額は、本新株予約権の割当契約時における会社

の株式１株当たりの価額に相当する金額以上でなければならない。

ウ）本新株予約権者は、本新株予約権の行使により取得する株式について

は、会社と証券業者または金融機関において政令で定めるもの（以下

「証券業者」という。）との間であらかじめ締結される株式の保管の委

託又は管理及び処分に係る信託（以下「管理等信託」という。）に関

する取り決めに従って、政令で定めるところに従い、当該氏取得後た

だちに会社を通じて、当該証券業者等の営業所または事務所に保管の

委託または管理等信託を行うものとする。なお、係る証券業者等につ

いては追って会社より本新株予約権者に通知する。

エ）その他租税優遇措置を受けるために法令上要求されるすべての要件に

従わなければならない。

（９）新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

（10）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び

資本準備金に関する事項

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２

分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ

る。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金

の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金

の額を減じた額とする。

（11）株式交換・株式移転時等の新株予約権の処理の方針等

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは

新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しく

は株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して

以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生

日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併

設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新

設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がそ

の効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日を

いう。以下同じ。）において行使されておらずかつ当社により取得されていない

新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対

― 14 ―

2021年09月30日 11時40分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げ

る株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付する

こととする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は

新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対

象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割

契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条

件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付す

る。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「（２）新株予約権の目的である

株式の種類及び数」等に準じて合理的に決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、（５）③

に従って定める調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予

約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上記「（６）新株予約権の権利行使期間」の開始日又は組織再編行為の効力

発生日のうちいずれか遅い日から、上記「（６）新株予約権の権利行使期間」

の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本準備金に関する事項

上記「（10）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する

資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を

要する。

⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件

上記「（８）新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。

（12）新株予約権の割当日

別途取締役会が定める日とする。

（注）新株予約権の具体的な発行内容及び割当ての条件は、上記内容の範囲内に

おいて、今後開催される当社取締役会の決議をもって決定する。

(その他の注記)

記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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